
 

 

 

 

 

川 崎 町 農 業 委 員 会 

 

５ 月 総 会 議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

  期 日 平成２９年５月１０日  

  場 所 川崎町役場２回入札室 

 

 

 

 

 

 

 



  平成２９年５月１０日開催、５月川崎町農業委員会総会を川崎町役場２階入札室に招集す

る。 

１、総会事務局開会宣言  午後１時３０分 

 

２、出席委員(１５人)   

１番 𡈽田 大作  ２番 植木  守 ３番 岩本  勉 

４番 吉住 英子   ６番 大谷 春清 

７番 奈木野 康徳  ８番 小山田 憲司 ９番 川根 節生 

１０番 小峠 清人 １１番 藤川  航 １２番 中村  明 

１３番  １４番 鍋藤 清隆 １５番 大内田 峰夫 

１６番 栁武 正義 １７番 中野  惠   

 

３、欠席委員(１人) 

５番 杉本 利雄     

      

 

４、本会事務局  事務局長：重藤 敬二、 係長：林  勇 

５、議事日程 

  議事録署名委員の指名 

  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（２件） 

議案第２号 川崎町農業振興地域整備計画変更について（２件） 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画 

（利用権設定について ４２件  面積１０７，６９９㎡） 

    その他 

   

６、会議の概要 

                     

事 務 局  定刻になりましたので、平成２９年５月の農業委員会総会を開催します。 

本日は、１６名中１５名の出席であり定足数に達していますので総会は成立

しています。議事を始める前に５月の人事異動に伴い、事務局職員の変更が

ありましたので報告いたします。事務係長の林と防災管財に異動になりまし

た事務主査の山野でございます。それでは二人より一言あいさつをお願いし

ます。 

林  

山野挨拶 

事 務 局  山野君は公務のため退席いたします。（退席） 

これより議事に入ります。議長は会議規則第４条の規定により議長は会長に

お願いすることになっています。進行は𡈽田会長にお願いいたします。 

  では会長、御挨拶をお願いします。 



会   長  挨拶 

議   長  それでは、議事に入ります。日程第１の議事録署名委員の決定について議題

といたします。議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ござ

いませんか。 

（異議なし） 

異議なしと認め、議事録署名委員は、●●番委員、●●番委員、両委員にお

願いいたします。以上日程第１を終わります。 

それでは議題に入ります。議案第１号農地法第３条の規定による許可申請に

ついて、番号１を事務局説明願います。 

事 務 局  議案第１号は農地法第３条の規定による許可申請です。 

１ページをお願いします。 

議案第１号番号１ 農地法第３条の規定による許可申請です。この申請は売

買による所有権の移転です。 

譲受人住所、川崎町大字川崎●●番地 氏名 ●●、 譲渡人住所  川崎

町大字●●番地 氏名 ●●土地の所在 川崎町大字川崎 字 ●●番地●

●番●●、●●番地●●地目●●地積 ●●申請理由 売買による所有権移

転、申請目的 耕作農地の拡大のため。 ２ページに位置図、３ページに字

図、４ページに航空写真を付けています。場所は●●の裏手になり、●●と

の間の農地です。 

立地基準は１種農地で比較的生産性の高い農地です。一般基準につきまして

も確実性、資力等につきましても問題ありません。現地は地元農業委員であ

ります、●●委員、●●委員と現地確認しました。以上です。 

 

議   長  ただ今の説明に関連して、地元農業委員の鍋等委員、補足説明をお願いしま

す。 

●●番委員  事務局の説明通りであります。問題はないと思われます。審議ほどよろしく

願いします。●●のすぐ裏です。 

議   長  では、ありがとうございます。ただ今の事務局説明及び地元委員の説明につ

いて、質疑のある方は挙手願います。 

       （なし） 

       では、お諮りします。議案第１号番号１について、原案のとおり賛成の方の

挙手を願います。 

       賛成多数ですので、議案第１号番号１は、原案のとおり承認といたします。 

       続きまして、議案第１号番号２について、事務局説明を願います。 

事 務 局  ５ページをお願いします。 

議案第１号番号２ 農地法第３条の規定による許可申請です。この申請は売

買による所有権の移転です。 

譲受人住所、川崎町大字●●番地●● 氏名 ●●、  譲渡人住所  川



崎町大字田原●●番地●● 氏名 ●● 土地の所在 川崎町大字田原 字 

●●番地●●、 ●●、 地目 ●●  地積 ●● 申請理由 売買によ

る所有権移転、 申請目的 耕作農地の拡大のため。 ６ページに位置図、

７ページに字図、８ページに航空写真を付けています。場所は●●そばの●

●のすぐ下流になります。 

立地基準は１種農地で比較的生産性の高い農地で隣接する農地は譲受人の●

●の所有する農地です。一般基準につきましても確実性、資力等につきまし

ても問題ありません。現地は地元農業委員であります、●●委員、●●番委

員と現地確認しました。以上です。 

議   長  ただ今の説明に関連して、地元委員の１５番委員、補足説明をお願いします。 

●●番委員  ただ今の事務局の説明のとおりでございます。この土地は畑として利用して

いた土地です。他に迷惑がかかる場所ではありません。審議のほどよろしく

お願いします。 

議   長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただ今の事務局説明及

び地元委員の説明について、質疑のある方は挙手願います。 

       （なし） 

        お諮りします。議案第１号番号２について、原案のとおり賛成の方の挙手 

願います。 

        賛成多数ですので、議案第１号番号２は、原案のとおり承認といたします。 

       続きまして、議案第２号番号１川崎町農業振興地域整備計画変更について、

事務局説明を願いします。 

事 務 局   議案第２号 川崎町農業振興地域整備計画変更についてです。 

９ページをお願いします。 

議案第２号番号１は農振農用地の除外申請です。 

申請人住所、川崎町大字●●番地●●、氏名、●●、土地の所在、川崎町大

字安眞木●●番地●●、地目、畑、 地籍、●●、申請理由,太陽光発電施設

建設のため。１０ページに位置図、１１ページに航空写真を付けています。

この申請地は、●●に挟まれた小高い丘にあり、すぐ近くにも太陽光発電施

設のある場所です。この申請は川崎町農林振興課より受けた意見書提出のた

めのものです。以上です。 

現地確認は、●●委員、●●番委員と行いました。 

議   長  ただ今の説明に関連して地元委員の植木委員補足説明をお願いします。 

●●番委員   事務局の説明通りであります。全然作ってない畑になっています。以上で

す。 

議   長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただ今の事務局説明及

び地元委員の説明について、質疑のある方は挙手願います。 

       （●●番委員） 

●●番委員  太陽光がついた場合の排水路はどうなっていますか。今大ケ原で太陽光がつ



いて迷惑がかかっています。 

事 務 局  現在の申請は太陽光の建設となっていますが、まだ農振地域除外の申請で、

計画段階でありますので、ここの申請が許可か不許可の結果をもって太陽光

の計画が出来るということですので、そこまでは計画が進んでいません。 

●●番委員  申請は出てないですか。 

事 務 局  農振除外しか出ていません。この農振除外も農林係の依頼で農業委員会が判

断するだけであります。以上です。 

議   長  ありがとうございます。他に。 

（●●番委員） 

●●番委員  その隣はどうなっていますか。全部ですか。 

事 務 局  計画されているのは申請の上がってきている土地だけです。後前後について

は、計画は出ていません。 

●●番委員  上水が流れるのはどうなっているのか、ちゃんと把握してもらわないと、か

りに大ケ原のように山を削ってすれば池に泥が溜まったりするので、先に思

ってもらわないと。 

事 務 局  何度も申しますけど、農振除外の申請であります。この後に農林課のほうが

農振を除外した後４条、５条が出てきますのでそこで図面等が出てくると思

いますので、判断をしていただきたいと思います。 

議   長  他にご意見ございませんか。 

       （鍋藤委員） 

●●番委員  除外申請が取れたら、太陽光でなくて何でもいいのですか。太陽光の計画と

いうことで申請したわけでしょ。計画だけで実際するかどうかはわからない

が、農振地域から除外出来れば宅地でも何でもよいのですか。 

事 務 局  今回の分はあくまで農林課の要請で農振地域から除外してよいか悪いかだけ

でそれを宅地にしてよいとかはまた書類が出たときに判断することになると

思います。 

●●番委員  そうすれば除外申請だけでよかったのではないか。 

事 務 局  太陽光を作るということで農林課のほうに申請が上がったと思います。 

議   長  他にご意見無いですかね。 

       （なし） 

  議案第２号番号１について原案通り賛成の方挙手お願いします。 

ありがとうございます。賛成多数ですので議案第２号番号１については、原

案通り承認といたします。 

続きまして議案第２号番号２川崎町農業振興地域整備計画に基づく農用地編

入申請について、事務局説明お願いします。 

事 務 局  １２ページをお願いします。 

議案第２号番号２は農振農用地の編入申請です。 

申請人住所、川崎町大字●●番地、 氏名、●●、土地の所在、川崎町大字



安眞木●●番地●●、地目、●●、 地籍、●●、申請理由、中山間地域等

直接支払交付金事業の対象農地とするため。１３ページに位置図、１４ペー

ジに航空写真を付けています。この申請地は、●●の近くで、●●川に隣接

する農地です。この申請は川崎町農林振興課より受けた意見書提出のための

ものです。現地は、●●委員、●●委員に現地確認していただいています。

以上です。 

議   長  ただ今の説明に関連して、地元農業委員の●●番委員、補足説明をお願いし

ます。 

●●番委員  地目は田ですが畑としてきれいに管理していますので問題ないと思います。 

       承認のほどよろしくお願いします。 

議   長  ありがとうございました。ただ今の事務局説明及び地元委員の説明について、

質疑のある方は挙手願います。 

       （なし） 

議   長  お諮りします。議案第２号番号２について、原案のとおり賛成の方の挙手 

願います。 

        賛成多数ですので、議案第２号番号２は、原案のとおり承認といたします。 

       続きまして議案第３号農用地基盤強化法に基づく農用地利用集積計画（利用

権設定）について公示いたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

       （局長） 

事 務 局  議案第３号は農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（利用権

設定）の公示についてです。１５ページをお願いします。 

番号１は賃借人氏名 ●● 賃貸人氏名 ●●から １８ページの番号４２

の賃借人氏名 ●●  賃貸人氏名 ●●まで新規２５件 継続１８件 借

り手２６名 貸し手４０名  田８９筆 畑１５筆 合計１０４筆  

合計面積 ●●●●となっております。承認いただければ、５月１９日より

公示したいと考えています。以上です。 

議   長  ただ今の事務局説明について、質疑のある方は挙手願います。 

（なし） 

お諮りします。議案第３号について、原案のとおり賛成の方の挙手 

願います。 

        賛成多数ですので、議案第３号番は、原案のとおり承認といたします。 

５月１９日より６月１９日まで１ヶ月間公示します。 

議   長  続きまして、報告第１号農地法第１８条６項の規定による通知(合意解約)に

ついて事務局の説明をお願いします。 

       （局長） 

事 務 局  報告第１号１番 農地法第１８条第６項及び同法施工規則第６８条の規定に

よる通知です。２０ページをお願いします。報告第１号の１ 賃借権の合意



解約についてです。番号１、賃貸人住所、川崎町大字川崎●●番地、 氏名、

●●、賃借人住所、川崎町大字●●番地、 氏名、●●、土地の所在、大字

川崎、字 ●●番●●、●●番●●、●●番●●、同、●●番●●  ●●番 

地目、●●、地籍、●●、申請理由、合意解約。合意成立日、平成２９年４

月２０日。２１ページに位置図、２２ページに航空写真を付けています。場

所は、●●のそばで●●の下流に位置します。今回合意解約したあとは、●

●氏と利用権の設定をして、耕作するということです。以上です。 

議   長  ただ今の事務局説明について、質疑のある方は挙手願います。 

             （なし） 

報告第１号番号１を終わります。 

続きまして、報告第２号番号２農地法第１８条６項の規定による通知(合 意

解約)について事務局の説明をお願いします。 

事 務 局  報告第１号２番 利用権の合意解約についてです。 

２３ページをお願いします。 

番号２、賃貸人住所、川崎町大字●●番地、氏名、●●、賃借人住所、川崎

町大字●●番地、氏名、●●、土地の所在、大字●●、●●番●●、●●番

●●、●●番●●、●●番●●、●●番、●●番、●●番で、 地目、田、

地籍、●●、申請理由、合意解約。合意成立日、平成２９年４月２０日。２

４ページに位置図、２５ページに航空写真を付けています。場所は、前報告

１号の１で報告した、●●氏の農地と隣接しており●●農地です。合意解約

した後は●●氏と利用権の設定をして、耕作するということです。以上です。 

議    長  ただ今の事務局説明について、質疑のある方は挙手願います。 

       （１４番委員） 

●●番委員  ●●さんの後は、●●君が全部うけると言うことになるのですか。 

事 務 局  そうです。 

議   長  他にないですか。無いようですので、報告第１号番号２を終わります。 

       続きまして、その他に入ります。 

その他何かありますか。 

（事務局） 

事 務 局  農業新聞の推進をお願いします。 

議   長  皆さんにお諮りしたいのですが。前回お別れ会で別府のほうに行きましたが、

欠席された方、お別れ会をしたいが行かれてない方の意見を聞きたいのです

が。どうしますか。 

       （●●番委員） 

●●番委員  どういった形で、また別府ですか。近場で食事とかですか。 

議   長  出来ればその方向で考えています。 

（鍋藤委員） 

  旅行に行った方は何人でしたか。８人ですか９人ですか。 



議   長  ８名です。 

●●番委員  お別れ会で食事をするということは、８名を外してですか全員ですか。 

議   長  全員です。外したら意味がないです。 

       どうしますか。する。しない。意見は。 

       今の話は、取りやめにします。 

       本日の議題はすべて終了しました。 

次回の総会は６月９日夜７時より開催します。時間を間違えないように。 

以上をもって、平成２９年度５月の総会を閉会いたします。 

(お疲れ様でした) 

 

 

 

    閉会 午後１時５６分 

 

 

        以上、会議の顛末を記録し、その相違なきことを証するため署名する。 

       

署名人 

 

          ●●番委員                 

 

 

          ●●番委員                 

 

 

          議  長                  


